
介護タクシー事業者様へ 

    

  
 

医療用酸素は卸売販売業の法律で販売先が指定されています 

 

「卸売り販売業における医薬品の販売等の相手先に関する考え方」より、条件を満たしている事

業者様へは販売可能としております。 

お取引に際しまして、「患者等搬送事業認定通知書」や「認定マーク（認定番号）」の確認をさせて

いただいたあとに供給契約書を締結させていただきます。 

 

ご用意いただく容器や圧力調整器に関しましては、大きさ、素材等をご提案させていただきますの

でご相談ください。 
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